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１ 策定趣旨 

世界が気候変動による環境問題を経済的、政治的な対処も含め解決を目指し

て脱炭素社会へ向けて大きく舵をきる中、我が国も、２０５０年までに温室効果

ガスの排出を全体としてゼロにする「２０５０年カーボンニュートラル（脱炭素

社会の実現）」を目指すことを宣言した。（令和２年１０月） 

また、２０３０年度には温室効果ガスを２０１３年度から４６％削減するこ

とを目指し、さらに、５０％の削減に向け挑戦を続けることを表明した。  

このような潮流は、中小・小規模企業にとって、脱炭素をはじめとした環境に

配慮した事業活動に取り組まなければ金融機関や取引先などから評価されなく

なると同時に、取り組むことでビジネスチャンスにつながるとも言え、これまで

通りのやり方からの変革が求められる。 

この度、宮崎商工会議所では、３か年の「環境アクションプラン」を策定し、  

自らの環境負荷の低減に向けた取り組みを実行するとともに、会員への周知並

びに「環境経営」への支援等を行いながら、地域全体としての環境負荷の低減と

中小・小規模企業の経営力向上を図る。 

 

 

２ 基本方針 

 宮崎県、宮崎市や各種団体等と連携を図りながら、（１）会員と一緒になった

取り組み、（２）地域と一体となった取り組み、（３）当所自らの取組を以下のと

おり推進する。 

（１）会員企業が脱炭素社会、環境保全等に配慮した「環境経営」の自主的・継

続的な活動ができるよう積極的な支援を行う。 

（２）宮崎県、宮崎市や各種団体等の取組の周知と参加を行う。 

（３）事務所並びにＫＩＴＥＮビルの省エネ、業務のペーパーレス化などの推進

や、職員の意識改革等を行う 

 

 



３ 実施体制・達成目標の検証 

（１）実施体制 

環境アクションプランは総務課で推進を行う。部課長会議において状況等の

報告を行う。 

 

（２）達成目標の検証 

 数値的な目標は年に１回検証を行い、次年度の実施につなげる。その他の目標

についても随時確認、改善を行いながら、取組を継続する。 

 

４ 実施事業と数値目標 

（１）会員と一緒になった取り組み 

 ①会員事業所のＣＯ２排出量の実態把握を支援するため、日商の「ＣＯ２チェック

シート」を周知し、活用促進を図る。（当所会報にて年１回周知） 

 

 ②部会や委員会をはじめ、各種セミナー等において「環境」、「省エネ」、「ＳＤＧｓ」

などに関連した内容を開催する。（年１回以上開催） 

 

 ③「環境経営」に係る国、県、市の補助金制度や金融機関のＥＳＧ（環境・社会・

ガバナンス）等の情報提供を行う。（会報にて年１回周知） 

 

 ④ｅｃｏ検定試験の推進を行い、受験者数１０％以上の増加を目指す。 

※令和３年度１６名受験⇒（３年間目標１８名以上） 

 

 ⑤ＣＯ２吸収に貢献する植栽や間伐等の「森林づくり活動」の実践を会員企業

に呼びかける。（現在会員企業１４社が実践） 

 

 

（２）地域と一体となった取り組み 

①宮崎市地球温暖化対策地域協議会への参画 

 

②宮崎市ノーマイカーデーの推進協力 

 

③容器包装リサイクル委託業務の実施 

 

④汚染負荷量賦課金事業の実施 

 



⑤国、県、市、関係機関のセミナーやイベント情報の発信 

 

⑥みやざきＳＤＧｓプラットフォーム（県内の普及啓発組織）の設立発起人及び

正会員としての実践行動 

 

⑦「小さな親切運動」の会員として地域美化活動の実践 

 

 

（３）当所自らの取り組み 

①月初清掃の実施（毎月１回） 

 

②公用自転車の利用促進 

 

③職員への普及啓発と「ｅｃｏ検定受験」の推奨（合格者年間１名） 

 

④電力・ガス使用量の削減 

 クールビス、ウォームビズを実施し、待機電力の削減、不要時消灯の徹底により、

３年間で１％以上の削減を目指す。 

 

⑤廃棄物排出量の削減 

 ごみの減量化、ペーパーレス化を推進し、３年間で１％以上の削減を目指す。 

 

⑥ビル管理者（持分所有内）としてリサイクル分別・収集の徹底 

 

⑦地域振興の一貫での主催事業（花火大会、神武さま）における、ごみ減量、分別の

周知及び実践 

 

 


